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宮っ子すくすくノーケータイプラン�

市
で
は
、
平
成
20
年
２
月
に
、

市
内
の
小
・
中
学
生
や
保
護
者
を

対
象
に
携
帯
電
話
利
用
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
長
時
間
や
深
夜
時

間
の
利
用
、
ま
た
、
有
害
サ
イ
ト

へ
の
ア
ク
セ
ス
や
い
じ
め
の
道
具

と
し
て
携
帯
電
話
が
使
用
さ
れ
て

い
る
実
態
が
あ
る
一
方
、
家
庭
内

で
の
携
帯
電
話
の
使
用
ル
ー
ル
や

有
害
サ
イ
ト
を
見
え
な
い
よ
う
に

す
る
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
の
利
用
は

十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
な
ど
の

実
態
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

市
で
は
、平
成
18
年
８
月
よ
り
、

小
・
中
学
校
へ
の
携
帯
電
話
の
持

ち
込
み
を
原
則
禁
止
に
す
る
と
と

も
に
、
小
・
中
学
生
へ
の
情
報
モ

ラ
ル
教
育
や
保
護
者
へ
の
啓
発
な

ど
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
の
結
果
に
よ
り
、
小
・
中
学

生
の
携
帯
電
話
の
使
用
に
伴
う
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
が
よ
り
明
確
に
な

っ
た
こ
と
か
ら
、
小
・
中
学
生
の

携
帯
電
話
に
関
す
る
基
本
的
な
考

え
方
や
取
り
組
み
に
つ
い
て
ま
と

め
た
「
宮
っ
子

す
く
す
く

ノ
ー

ケ
ー
タ
イ

プ
ラ
ン
（
携
帯
電
話

な
ど
の
使
用
に
係
る
問
題
対
策
指

針
）
」
を
平
成
21
年
２
月
に
策
定

し
ま
し
た
。

こ
の
プ
ラ
ン
で
は
、

■
小
・
中
学
生
に
は
、
原
則
と
し

て
携
帯
電
話
を
持
た
せ
な
い
。

■
持
た
せ
る
場
合
に
は
、
保
護
者

の
責
任
で
安
全
・
安
心
に
使
わ
せ

る
。こ

の
２
つ
を
基
本
的
な
考
え
と

し
て
掲
げ
、
市
・
小
中
学
校
・
保

護
者
・
地
域
が
連
携
を
と
り
な
が

ら
、
社
会
全
体
で
携
帯
電
話
を
持

た
な
い
運
動
に
取
り
組
ん
で
い
き

ま
す
。
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本
文
中
に
費
用
な
ど
の
記
載
が
な
い
も
の
は
、
原
則
と
し
て
無
料
。
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携帯電話を持つ小・中学生が増える中で、

携帯電話の長時間利用や深夜利用による生活

習慣の乱れ、有害サイトへのアクセスにより

事件に巻き込まれるなど、重大な問題が起き

ています。市では、「宮っ子すくすくノーケ

ータイプラン」を策定し、社会全体で携帯電

話を持たない運動を進めていきます。

携帯電話を持たない運動の推進

■保護者の皆さんへ
▽携帯電話の危険性を理解し、持つ必要があるかどう
かを家庭で話し合いましょう。
▽やむを得ず携帯電話を持たせる場合は、家庭のルー
ルを決め、機能を最小限にし、必ずフィルタリング
を設定するなど、保護者の責任で安全・安心に使わ
せましょう。
■小・中学生の皆さんへ
▽携帯電話の危険性を正しく理解し、本当に持つ必要
があるかどうかを考えましょう。
▽どうしても携帯電話を持つ場合は、家庭のルールや
マナーを守り、安全・安心に使いましょう。
■地域の皆さんへ
▽家庭や学校と連携して、携帯電話を持たない運動を
推進しましょう。

■小・中学校は
▽小学校低学年から情報モラル教育を行います。
▽学校への携帯電話の持ち込み禁止を徹底します。
■市は
▽市ＰＴＡ連合会と連携して、家庭のルールの例やチ
ェックリストの作成などを行います。
▽家庭の日などでノーケータイデーを推進します。
▽携帯電話についての親学出前講座などを開催します。
▽学校裏サイトやネット上のいじめなどの監視を行いま
す。

携帯電話に関するアンケート調査結果�

■携帯電話を持っている�
小学校�
高学年�

中学生�

※保護者の51.2%が携帯電話は不必要と回答 �

　24.9％�

　69.3％�

■長時間（１時間以上）携帯電話を利用する�
小学校�
高学年�

中学生�

　17.3％�

　50.6％�

■家庭内で携帯電話の利用ルールがある�
小学校�
高学年�

中学生�

　43.2％�

　28％�

■午後10時以降に携帯電話を利用する�
小学校�
高学年�　7.7％� 中学生� 　24.7％�

■フィルタリングサービスを利用している�
小学校�
高学年� 中学生� 　19.1％�　15％�

■有害サイトを見たことがある�
小学校�
高学年� 中学生� 　15％�　4％�

■メールのいじめで嫌な思いをしたことがある�
小学校�
高学年� 中学生�　4.4％�　2.2％�


